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ご意見、ご要望を
お寄せください。

〒131-0044 東京都墨田区文花2-16-10 TEL.03-5247-1833 FAX.03-5247-1833

東京都議会議員 加藤まさゆき都議会公明党

春季号

●介護休業取得に向け、ワークライフバランス推進支援
制度に代替要員の人件費補助や企業への奨励金を加
える　など

●住宅部分が半分に満たない店舗併用住宅などは不燃化特
区建替え助成の対象外でしたが、今後は住宅に限らず全
ての用途に拡大　など

仕事と介護の両立に関する専用
サイトの開設などの就業支援

　都民の皆さんからバス停
上屋（屋根）の設置を望む声
は数多く寄せられますが、整
備費用の負担や道路幅員の
関係で整備が十分に追いつ
いていません。
　一方、広告付きの上屋は、
広告収入によりバス事業者
の負担なしに設置も可能と
なるため、都内には都営バ
スで100カ所、民営バスで

87カ所設置されてきました。
　ところが、この広告を活用した整備手
法も、都では、広告を車道と垂直に設置
することしか認めていないため、歩行
者等の通行に必要な一定程度の広さ
の歩道幅員が必要となり、上屋整備拡
大の支障となっていました。
　そこで、今後は、従来より狭い歩道に
も設置できるよう、広告を車道と平行に
したタイプを認めるよう、都に規制緩和
を求めてきました。

バス停上屋の整備

都内初の新型バス停上屋
墨田区内に設置決定！
都内初の新型バス停上屋
墨田区内に設置決定！

《解説》
道路と垂直に広告板が設置される場合は、広告板
の先端（車道から1.8ｍ）から3.5ｍの歩道幅員が
必要で、広告板と歩道幅員を合わせると、5.3メー
トル以上の道幅が必要。これに対し、道路と平行
に広告板が設置できれば車道から2ｍ（歩行者交
通量小）～3.5ｍ（歩行者交通量大）の歩道幅員が
あれば設置可能となる。（ベンチの幅を除く）

平成27年東京都議会第1回定例会（2/18～3/27）特集
加藤都議は、予算特別委員会などでバス停上屋の整備、まちづくりと観光振興、女性の活躍推進など
について各種提案を行いながら質疑をおこないました。

比較的狭い歩道にも広告付上屋設置が可能に!
車道平行型広告の緩和を区市やバス事業者に通知!
　今回、再び緩和を求めたところ、都
は、歩道幅員に制約がある場合は、車道
平行型広告のバス停上屋を4月から新
たに認めることを正式に表明しました。
　この緩和を受け、都営バスも新たな
上屋整備の拡大を行っていくことになり
ました。また、民営バスも上屋の設置が

可能となる対象箇所は、23区内だけで
新たに約150～200カ所と大幅に増加
し、整備の加速が期待されます。
　さらに、都内初となる車道平行型広
告付き上屋が墨田区内に誕生します。
ご期待ください。

車道平行型広告付上屋のパネルを使い質疑

従来型の広告付バス停上屋

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

建替え助成要件拡大など木密
地域の不燃化・耐震化を推進

《都議会公明党の主張が反映された主要事業》

●1000人の正社員化を後押し
　企業が正社員を採用し半年間定着した場合、一人につき
15万円を支給

　1,500人の正社員化を図る
　非正規社員を正社員に転換すれば、最高で都と国で計
100万円補助　など

非正規雇用対策で年間
5,000人の正社員化

●区市町村が家庭の状況を妊娠期から把握し、出産から子
育てまで切れ目のない支援を行う　など

産後ケアセンターの設置など
子育て環境の充実

●住宅に困窮し、日常の自立生活に不安のある高齢者な
どに住まいを確保するとともに、見守りなどの生活支援
を提供し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう取り
組む　など

住まい確保と見守りなどで
高齢者を支援

●保育士資格試験を年1回から年2回実施へ。
●保育士、介護職員のキャリアアップを助成。

保育、介護人材の確保・育成・
定着を推進

「世界一の都市」へと飛躍させる
平成27年度予算案を可決！

「世界一の都市」へと飛躍させる
平成27年度予算案を可決！

標準型
歩道幅員5.3m以上
残有効幅員3.5m以上

車道 歩道

2.5m
以上

1.8m

0.25 1.55 残有効幅員

広告面

車道平行型
残有効幅員
2～3.5m

車道 歩道

2.5m
以上

1.8m

0.25 残有効幅員

広告面

　都は昨年度、中高生を対象に旅行
者を英語で案内する「おもてなし親善
大使育成塾事業」を展開。27年度は倍
の200人に拡大し、実践形式の観光案
内を実施して観光ボランティアの育成
に取り組みます。

「おもてなし親善大使」の
育成を拡充！

観光振興の充実 観光振興の充実 中小企業支援

　都は昨年度、有明桟橋を2日間試験
的に開放し、東京ビッグサイトでのイ
ベントと連携した屋形船による東京港
周遊クルーズを実施。27年度は通年で
実施し舟運の活用を図ります。

有明桟橋民間開放の試験的
運行を通年で実施！

　墨田区では、都の補助制度を活用
し、企業立地や設備投資などの支援を
行い、25～26年度で新たなものづくり
の創出拠点が4件開業しました。
　都は27年度、ものづくりだけでなく
幅広く対象を拡大。しかも、小規模企
業には補助率をアップ。複数の自治体
による連携や異業種間の共同研究な
どにも助成できるよう対象を拡大して
各区を応援します。

「すみだのものづくり拠点」の
設置を継続・拡充へ

経 済 ・ 港 湾 委 員 会 の 質 疑 か ら



広報の充実、白書の作成、国際シンポの活用求める
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　白鬚東団地にある併用店舗は、店舗
と居室が別棟にありながら扱いとしては
一体となっており、制度上、空室となって
も活用ができずにいました。都内にはこ
うした住宅が200戸余りもあり、有効活用

を求めました。
　都は今後、空室となった居室部分
については、早期に住宅として公募で
きるよう取り組みます。

都営住宅店舗付住宅の活用

併用店舗の居室部分を
早期に公募開始へ！
併用店舗の居室部分を
早期に公募開始へ！

　日常会話の生活言語と違
い学習言語の習得には年数
がかかります。そこで、外国
人の生徒が高校で教育を受
ける機会を得るには、高校入
試に臨むに当たって新たな
配慮が必要です。

　これに対し都は、平成28
年2月に実施する入試から、
学力検査を原則5教科にす
ることから、公平性を考慮し
つつ、外国人生徒に必要な
配慮について早期に検討し
ていくと表明しました。

外国人生徒への教育支援

高校入試で特別な配慮を
早期に検討

立体化実現に向け積極的支援を求める

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 東京港・隅田川の水辺を活用した賑わい創出 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

鐘ヶ淵駅付近の立体化

新たな「まちづくり検討会」
を支援！
新たな「まちづくり検討会」
を支援！

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　言語や生活習慣が異なる
日本人と外国人が地域の中
でともに生活するには、多文
化共生の環境づくりが要とな
ります。
　そこで、都内各地で進めて
いる現在の多文化共生の取
り組み状況を取りまとめ、今
後の都の施策に反映させて

いくよう求めました。 
　これに対し都は27年度、外
国人との相互理解の促進が
図られるよう、国際交流委員
会の活用や、区市町村や
NPO等とのネットワークの強
化など、多文化共生を進める
上で基本となる方針を示し
ていくと回答しました。

多文化共生施策の推進

27年度に多文化共生の
基本方針を提示

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　五輪競技会場の集中する
湾岸エリア。テロ対策など東
京港の保安対策の充実が不
可欠です。都は現在、国際埠
頭施設での制限区域の設
定、フェンスや監視カメラの設
置による侵入防止、ICセキュリ

ティーカードなどを使った出
入り管理を導入しています。
　今後は、テロ等の防止講
習会やテロ対策合同訓練の
さらなる充実など、保安対策
の一層の強化に取り組んで
いきます。

テロ・保安施策の推進

テロ対策合同訓練などで
東京港の保安対策を強化！

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●女性の活躍推進

白書や国際シンポなど活用し
女性の活躍を更に推進へ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

白鬚東団地などの店舗付住宅活用実現へ

白鬚東団地の空き併用店舗

　平成16年を最後に開かれていない「立体化
検討会」。立体化に向けた新たな検討会が必要
です。
　都は、地元のまちづくり検討会の設置後、立体
化の技術的支援と、駅周辺などのまちづくりが
促進されるよう積極的に働きかけていきます。

　都は、水上バスの両国船
着き場を墨田区と連携し、
「両国リバーセンター」として
再整備し、国技館や江戸博
など周辺の観光拠点や両国
駅とのアクセスの向上を図ります。
　さらに、回遊性を向上させるテラスの
連続化や夜間照明の設置などを進めて
いきます。

　都は、豊洲、晴海などで水辺の周遊路
を整備するとともに、海上公園には幅広
い層が楽しめるボートやカヌーなどの
マリンスポーツの拠点を整備するなど、
水辺の環境を充実させます。

隅田川の両国発着場を
「リバーセンター」に拡張整備へ！
隅田川の両国発着場を
「リバーセンター」に拡張整備へ！

東京港の海上公園でボートやカヌーなど
マリンスポーツの拠点を整備

将来の両国地域全体の水辺活用イメージ図

「両国リバーセンター」の将来イメージ

現在の両国発着場

人身事故の危険性が高い鐘ヶ淵踏切

　今後、都が取り組む内容。
・TV番組で企業の先進的な取り組み等を紹介。
・電車内のモニター、街頭ビジョン、フリーペーパーなど
　活用しPR。
・東京都女性活躍推進白書を新たに策定。
・働く女性や地域で活動する女性の体験談や相談事例を
　白書に収集。
・国際シンポジウムでは、日本や海外で活躍する女性が
　集い、議論や交流会を設け、成果を英語で国内外に発信。

水陸交通結節機能を持つ
舟運拠点の強化

国技館や江戸東京博物館、両国駅
周辺と隅田川を結ぶ動線強化

街の歴史性を活かした
水辺の利活用

水辺を活用した観光
まちあるきツアーの展開

地域の歴史文化を活かした
水上イベント


